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【目的】
化学療法は小児がん治療の中心的役割を担っているが、
抗がん剤の副作用としてさまざまな身体的症状が出現す
る 。そのなかでも嘔気、嘔吐は最も苦痛であるとされてお
り多くの患者が経験する。家族は食事について「具合の悪
い時くらい好きなものを食べさせたい」などという思いを抱
いている。一方で、母親が患児の偏食に危機意識を抱いて
いるのも現状であり、退院後も長く続く人生のためにも化
学療法中の患児の食事支援を検討することは重要な課題
である。本研究は、化学療法を受ける患児の食事摂取に
関する実態を把握することで、児と家族の支援の方向性に
ついて検討することを目的として行った。
【方法】
調査は化学療法による治療中の患児とその家族を対象に
行った。食事摂取量等に関して、①研究者が食事前後に
食事全体の写真を撮影し、②記録期間終了後、栄養素等
摂取状況の算出および解析は、食事記録法と写真法から
管理栄養士が行った。栄養バランスについては、記録期間
中にアプリケーション「Balance Up」への入力を家族に依
頼した。「Balance Up」は、現状の食状況の評価および食
育成果の評価などに用いられているアプリケーションであ
る（https://balance-up.org/）。
【結果】
研究期間内に５事例についてのデータ収集を行った。調査
期間は5日間～14日間であり、年齢は1歳～10歳ですべて男
児であった。各事例における調査期間中の食事摂取量お
よび栄養素摂取量、栄養バランスについて事例ごとの結果
を図表にて提示する。
【考察】
それぞれの事例から、児が食事をなるべく食べられるよう
持ち込み食を選択している傾向がみられた。投薬による副
作用症状の影響で、油の多い食事や味付けの濃いものを
好む傾向も示唆されており、バランスの偏りも問題ではあ
るが、ストレスがかかる入院環境で、食事をすすめるため
の工夫としての持ち込み食のメリットも明らかとなった。
特に幼児期において食事は、体調の変化を察知するため
の重要な情報であると考えられた。幼児期は自己表現が
難しい場合も多く、治療による体調の変化は食事摂取量と
して現れることもある。コミュニケーションが難しい患児に
おける食事量のアセスメントの重要性が示唆された。

本研究は研究実施機関の臨床研究倫理委員会の承認を得
て実施した。
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【目的】
小児在宅歯科診療にて唇顎口蓋裂を合併する13トリソミ
ー症候群児 (以下患児)に対して口蓋閉鎖床を応用し、口
腔健康管理によって良好な経過をたどっている小児歯科
的支援の一例を報告する。
【症例】初診時年齢１歳３か月の男児。既往歴は13トリソ
ミー症候群、両側唇顎口蓋裂、全前脳胞症、気管軟化症、
心疾患、経管栄養・気管切開・人工呼吸器管理をされてい
る。患児は経口摂食の獲得と口腔衛生指導を希望し小児
科より紹介。本院口腔リハビリテーション科より摂食嚥下
機能療法開始のため口蓋閉鎖床製作を当科に依頼された。
初診時の口腔内所見は中間歯槽堤に上顎乳前歯が萌出し
歯面に白濁・粗造感を認めた。
【経過】
患児の全身状態について病院主治医へ情報共有を行い、
装置製作の承諾を得て１歳３か月時に口蓋閉鎖床の作製
を計画した。印象採得は、歯科麻酔・全身管理科と連携
し生体情報モニター看視下で行った。在宅歯科診療の計
画は口腔リハビリテーション科と連携し口腔機能管理、装
置の調整、歯科疾患予防を行った。６歳１か月時に下顎乳
前歯に動揺を認め、観血処置時の注意点と術後感染予防
抗菌薬使用と術後管理に関して在宅主治医と情報を共有
し抜歯した。７歳４か月時に病院主治医に検査で受診の
際、頭部CT撮影を依頼し中間歯槽部に埋伏している永久
歯の確認を行う等、他科多職種からの協力が得られた。
現在９歳２か月の患児は小児歯科の早期介入により口腔
周囲筋の硬直は認めず、側方歯群の交換開始、下顎前歯
部のエナメル質形成不全を認めるも齲蝕はなく良好な口
腔衛生状態を維持している。
【考察】
経口摂取していない患児は歯石が沈着しやすく、誤嚥性
肺炎のリスクが高まる危険性があるため、低年齢からの在
宅での専門的な口腔健康管理が重要である。また、口蓋
閉鎖床の使用は顎裂部が残存する患児の嚥下時の舌の正
しい位置への誘導や粘膜保護に加え、歯ぎしりによる咬
耗への歯の負担軽減を目的とした。保護者は口腔健康へ
の意識の高まり、さらに患児の装置装着により覚醒時の歯
ぎしりによる歯の損傷に対する不安も改善された。歯科処
置を安全に行うために医科との連携は不可欠であり、情報
共有は重要であることが示された。今後患児に対し小児
歯科が早期に介入し口腔健康管理を行うことで顎顔面領
域の成長発育、口腔機能の向上、歯科疾患予防、および保
護者への心理的支援を図ることができると考えられる。
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【背景と目的】
諸外国ではウロセラピストという専門職が、夜尿症などの
小児排尿機能異常に対して、薬物療法や外科的療法を用
いない下部尿路のリハビリテーション（ウロセラピー）を行
っている。わが国ではそのような職種がなく、北欧の高度
医療施設における実践について交流する機会を得たので
報告する。
【結果】
北欧視察のオンライン型オーダーメイドプログラムを利用
し、2023年2月にスウェーデンのKarolinska University 
Hospitalの専門外来に従事するウロセラピスト2名と通訳
を含めたグループインタビューをオンラインで実施した。な
お、報告にあたっては文書で説明をして了解を得た。
　ウロセラピストになるには専門的な教育を必要とし、保
有資格は看護師が多いが医師や理学療法士もいる。また、
小児泌尿器外来にある専門外来で活動し、小児泌尿器科
医、外来看護師と協働して、夜尿症などの排尿機能の異常
や脊椎損傷などの外傷、希少疾患の患児を対象に、尿漏
れや尿量を評価・診断して、排尿機能や排便コントロール
のフォローアップを行っている。患者教育では子どもの認
知力に合わせて、なぜ排尿をするのか、1日何回排尿する
のか、尿意の感覚などを指導している。また、学校で漏ら
さない方法やカテーテルがどのように身体に入るかを人形
や絵本、ビデオを用いて説明を行い、日誌を用いて子ども
の手技の獲得状況を確認している。遊び専門のセラピスト
と協力しながら、子どもの心の準備状況を整える関わりも
すると述べられた。また、子どもの自立を意識して4.5歳か
ら親ではなく子どもとのコミュニケーションを意識して行
い、患者自身が決められるようにすることや医療を信頼し
て自尊心を高める関わりが重要と述べていた。
【考察】
Karolinska University Hospitalにおける実践では、エン
パワメント、準備性や自立心の促進、自尊心に配慮した看
護の視点を持ち、他職種と協働していることがわかった。
排尿機能の異常は有病率が高く、子どもの自尊心や
QOL、家族にも影響するため、子どもや親が納得できエン
パワメントされる関わりが治療継続や行動変容には不可欠
と考える。看護の専門性を発揮して排尿の健康問題を有
する子どもと家族へのより良い医療を検討していきたい。
本調査は、株式会社ユピア オリーブの枝助成金の助成を
受けた。
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【目的】
演者らは、かつて全国の市町村を対象に保育施設（保育
所等）における障害児虐待を防止する対策の実施率と保
育児童が職員から虐待を受けたという保護者の訴えの件
数を調査した。これを踏まえ、昨年度の学術集会では、保
育施設にいる障害児の数と虐待が発生する頻度を推計し
た。令和5年にこども家庭庁・文部科学省が「保育所等に
おける虐待等の不適切な保育への対応等に関する実態調
査」（以下、こども家庭庁調査）の結果を公表した。そこで、
こども家庭庁調査について各種事案の件数および虐待防
止対策の実施率の数値について調整し、保育施設におけ
る障害児の虐待の発生状況を推計することを目的とした。
さらに、演者らの調査では保護者からの訴えを受けた団
体の比率に地域差を確認しており、こども家庭庁調査でも
同様の傾向がみられるか確認する。
【方法】
こども家庭庁調査の数値は9か月間の値であり全市町村
が回答したものではないため地域ごとの児童虐待の相談
件数の状況を踏まえて推計値を求めた。地域差は演者ら
の調査と同様に地域人口と保育を受ける児童数を基準に
群分けした。研究に先立ち国立精神・神経医療研究センタ
ー倫理委員会より審査不要の判定（23-008）を得た。
【結果】
市町村により不適切な保育の事実が確認された件数は年
間1,504.3件、そのうち把握の経緯として当事者の保護者か
らの連絡によるものは年間821.5件と推計した。また、市町
村が虐待と確認した事案は年間189.4件、そのうち保護者か
らの連絡によるものは67.0件と推計した。保育を受けてい
る障害児の比率の推計値を当てはめ障害児虐待の件数は
5.4件と推計した。不適切な保育が疑われるとして事実確認
を行った件数、不適切な保育の事実が確認された件数、お
よび、不適切な保育の事実が確認されたもののうち当事者
の保護者からの連絡によるものの件数に地域差があった。
【考察】
演者らの調査のデータでは保護者からの訴えの件数は
228.0件と推計され保護者からの虐待の連絡の多くに障
害児が関係していると考えられたが、虐待の件数について
は障害児が虐待を受ける確率によって値が変わる。障害
児虐待の発生状況をより正確に把握し適切な対応を行う
ために今後は連絡を受ける市町村において児童の障害の
有無について確認することが必要と考えた。
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